
特記仕様書の構成変更について 

 

漁業管理課 

 

【概要】 

工事の発注に際しては、共通仕様書を補足し、施工に関する明細又は工事固有の技術

的要求を定める図書として、特記仕様書を活用しているところですが、業務の効率化・

簡素化を図るため、これまで特記仕様書に記載していた条項の一部を移行して新たに

「漁港漁場工事共通特記仕様書（以下、「共通特記仕様書」という。）」を定めること

とした。 

また、「共通特記仕様書」の導入に伴い、入札情報サービスへの添付資料の追加や、

入札公告の「その他」記載事項を省略する。 

 

１ 変更のポイント 

○特記仕様書の構成 

（現行）特記仕様書 

（変更）共通特記仕様書＋特記仕様書 

 

○入札情報サービスの添付資料 

（現行）特記仕様書 

（変更）特記仕様書＋特記仕様書別表 

 

○入札公告でのその他の事項の記載 

（現行）「地産地消」、「電子納品」、「情報共有システム活用」等の対象を明記 

（変更）特記仕様書別表に記載されている項目については「その他の事項」から削除 

 

 ○契約書への添付 

  特記仕様書及び特記仕様書別表を添付 

 

２ 適用 

令和６年６月１日以降に公告等を行うものから適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行】 【導入後】

特記仕様書
（第２章 施工条件）

別表（適用明示）

漁港漁場工事
共通特記仕様書

 県ホームページ
 に掲載

 入札情報サービス
 に掲載

特記仕様書
（第１章 総則）

特記仕様書

（第１章 総則）

（第２章 施工条件）



○ 特記仕様書別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条文

第2-1条

第2-2条

第2-3条

第2-5条
第2-6条
第2-7条

第3-1条

第3-2条
第3-3条

第4-1条

第4-2条

第4-3条

第4-7条

第4-8条
第4-9条

第4-10条

第4-11条

第5-3条

第5-4条

第5-5条

第5-7条 六価クロム溶出試験 対象工種名及び検体数

工種 工法 合計

○○工 ○○○工法

○○工 ○○○工法 0検体

第5-7条 タンクリーチング試験 対象工種名及び検体数

工種 工法

○○工 ○○○工法

○○工 ○○○工法

特例監理技術者の配置について

熱中症対策について

公共工事三者検討会について

休日の確保について（週休２日）

総合評価落札方式（WTO工事JV型・標準型・簡易型）に関する事項

VE提案について

監督補助員について

総合評価落札方式における地産地消への取組

現場代理人の兼務について

第4-4条
第4-5条
第4-6条

ICT建機使用割合

第４－９条（活用推奨工事）

－

○

ICT活用工事について

舗装計画交通量

対象工種

適用工種

－

1000台／日・方向

○○工

現場環境改善費について

CCUSについて

 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

舗装の品質管理について

梅雨期の豪雨被害等の被災地における被災農林漁家の就労機会の確保について ○

○

適用

－

○

○

第２－５条（県産木材）

兼務の対象としない

第３－３条（兼務を認める）

第４－４条（発注者指定型）

舗装工

○

第４－３条（発注者指定型）

工事名

工事箇所

河川路線等名

事務所名

項目

0

本工事は、漁港漁場工事共通特記仕様書の適用工事とする。ただし、下表に示す条文の適用にあたっては『適用』欄に示すとおりとする。

0

0

0

共通特記仕様書

0検体 0検体

検体数

0検体

 品質を証明する書類の提出について

配合設計段階

0検体

0検体

施工後段階

0検体

0検体

合計

○ 土石流の発生する恐れのある工事現場の安全対策について



【入札情報サービスへのイメージ】 

 

【入札公告の例】 

 ８ その他の事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) 本契約については、本契約に係る予算について議会の議決及び財務局の繰越承認を得るまでの間、工期を令
和○年３月○日までとする。ただし、当該予算について、議会の議決及び財務局の繰越承認が得られない場
合は、宮崎県工事請負契約約款第４５条第１項の規定によりこの契約を解除することがある。なお、契約解
除により損害が発生したときは、同条第２項の規定により県に対して当該損害の賠償を請求することができ
る。

本工事は、不調・不落対策における工事成績評定の加点対象工事である。

本工事は、総合評価落札方式入札における、受注状況算定の特例措置の対象工事であり、本工事の受注額
は、「受注状況」算定の「過去１年間の受注額」には含まれない。

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離
があると考えられるため、「○○工区（施工箇所○○、施工箇所○○）」、「△△工区（施工箇所△△、施
工箇所△△）」について、各工区毎の対象金額に基づき共通仮設費及び現場管理費を算出する工事である。

本工事は、建設現場における快適トイレ設置の対象工事である。

本工事は、週休２日工事の試行対象工事（発注者指定型）である。

本工事は、CCUS活用推奨モデル工事の試行対象工事である。

本工事は、情報共有システム活用試行対象工事である。

本工事は、工事写真及び工事完成図の電子納品の試行対象工事である。

本工事は、「地産地消（県内企業活用）」の評価対象工事である。

なお、一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者が本入札に参加した場合は、当該複数の者のした入札
は無効とする。 （一定の資本関係又は人的関係の詳細については、条件付一般競争入札（施工体制評価型
総合評価落札方式＜簡易型・特別簡易型＞）公告共通事項書２を参照のこと。）

条件付一般競争入札（施工体制評価型総合評価落札方式＜簡易型・特別簡易型＞）公告共通事項書に示すと
おりとする。

特記仕様書別表と 

重複する項目は削除 

追加 


